
平成 17年 5月 13日 
各    位 

東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 ５ 番 地 ５ 
会  社  名 ２１ＬＡＤＹ株式会社 
代表者名 代表取締役社長 広野 道子 
（ 本 名 ：  藤  井  道  子 ）        

（コ ー ド 番 号 ： 3 3 4 6 ） 
問合せ先：取締役社長室長 吉川 正英 
（ T E L 0 3 - 3 5 5 6 - 2 1 2 1 ） 

株 主 優 待制度の開始について  
 
 当社は、平成 17年 5月 13日開催の取締役会において、株主優待制度の開始に関し、 
下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
1. 株主優待の方法 

毎年３月末日及び９月末日現在の株主の皆様に対し、ヒロタ商品引換券を贈呈いた

します。 
① 対象株主 
    毎年３月末日現在及び９月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載

された１単元（1株）以上保有の株主 
② 優待内容 

当社子会社である「洋菓子のヒロタ」にて、「オリジナルシュー」又は「シ

ューアイス」などをお求めいただける、引換券を以下の基準で贈呈させ

ていただきます。 
 

所有株式数 優待内容（半期毎） 

１株～４株 ヒロタ商品引換券１，０００円相当分 

５株～９株 ヒロタ商品引換券２，０００円相当分 

１０株～９９株 ヒロタ商品引換券３，０００円相当分 

１００株以上 ヒロタ商品引換券５，０００円相当分 

    （注）詳細は、8月頃公表予定 
 
２. 実施開始時期 
   平成１７年９月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主より実施

を予定しております。 
 

 
以 上 


